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平成２９年 第１回宮崎市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 平成２９年１月２３日（月）１３：４０～１４：４０

２ 場 所 教育委員会室

３ 出席者 【教育長・教育委員】

二見教育長、松野代表教育委員、藤元委員、畠山委員、江草委員

【事務局】

（企画総務課）時任課長、山本補佐、宮畑主幹、久保係長、

佐藤主査、田中主査、茂田主任主事

（学校施設課）長崎課長、大住補佐

（学校教育課）松竹課長、押川補佐

（教育情報研修センター）荒武所長、牧野次長

（生涯学習課）矢野補佐

（保健給食課）黒木補佐

（文化財課） 日高課長、小窪補佐

４ 報 告

番 号 件 名 説 明 者

報告第１号
第７回宮崎市地方創生推進本部会議、

第７回宮崎市総合計画策定会議の報告について
企画総務課長

報告第２号 その他の事件の報告について
学校教育課長

補佐

報告第３号 その他の事件の報告について
学校教育課長

補佐

報告第４号 その他の事件の報告について
学校教育課長

補佐

報告第５号 臨時代理の報告について
学校教育課長

補佐
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二見教育長 定刻になりましたので、平成２９年第１回定例会を始めさせ

ていただきます。

本日の傍聴者はございません。

会次第「２ 会議録署名人の指名」です。資料１ページの資料１

をご覧ください。

本日の会議録の署名人は、私二見と、藤元委員を指名させていた

だきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

委員 はい。

二見教育長 それでは、会次第「３ 教育長及び委員報告」に入ります。

まず、（１）教育長報告でございます。

２ページの資料１－２をご覧下さい。

１１月１０日（火）に東京都で行われた「中核市教育長会 第２

回役員会・臨時総会・第２回研修会」に出席をしてまいりました。

我々中核市の会として、今年度の主な活動報告でありますが、代

表の中核市の教育長会会長が、文部科学省から意見を聞かれてこう

いう報告をしました、という内容です。テーマとしては３つござい

ました。

まず、デジタル教科書の位置付けに関する検討会議の意見につい

て、我々がまとめた意見を伝えていただきました。

既に使用している自治体もありますけれど、デジタル教科書を子

どもに渡すとなりますと、莫大な予算がかかります。それから教科

書の検定制度のように、教科書をめくって審査、精査することとは

違って、非常に負担が大きくなるので、紙ベースの教科書とデジタ

ル教科書との関係をきちんと位置付けて欲しいという意見も述べ

てあります。

それから、教育課程の学習指導要領の改訂についての中間まとめ

に関する意見の提出でありました。多くは、ずいぶん教科内容や教

科時数等が増えるけれども、今の教育課程の中で大丈夫なのかと言

う意見でございました。月曜日から金曜日まできちんと時間が入る

のかという意見も伝えていただいております。

それから、中核市市長会、これは市長の会ですが、権限移譲検討

プロジェクト会議を作りました。この問題が再燃しています。中核

市では、人事権の移譲をして欲しいという声がまた起こり始めてい

ます。これは、中核市の首長もそれぞれ意見をお持ちの方々がいら

っしゃることによるものです。宮崎市としては、かなりのプロジェ

クトを組んで、いろいろ整理したうえで、現状のままという結論を

出してやってきているところです。

市長会でもいろいろ温度差があり、教育長会の中でも温度差があ

ります。そういったことから、もう一度プロジェクト会議をしよう

ということで立ち上がりました。

それから教育公務員特例法の一部を改正する法律案に係る説明

会へも代表が出席しております。教員免許、研修に関する内容です。

研修については、特に１０年経過した人、１１年を迎えた人の研修

はかなりハードです。そういう研修を分散できないかという改正案

に対しての説明で、こちらから意見を言う会に出ていただいており

ます。

それから議事は役員の改正について、引き続き宮崎市は監事を受

けることになっております。感謝状贈呈者について、新規プロジェ

クト活動について、これが先ほどの人事権もそうですが、もうひと
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つ長期的に我々の目で見て国への提言が出来るようなプロジェク

トを作ろうということで、今まとまっております。

それから、文部科学省からお見えになって説明をいただいたの

が、次の３の研修会です。「次期学習指導要領等について」という

テーマで、講話がなされました。それから「教育再生」の実現に向

けて、学習指導要領改訂の方向性等について説明をいただきまし

た。現在４８という中核市の数がありますが、中核市としての提案

が、国にとても大きな後押しになりますし、また要望としても大き

な位置付けになるのでこれからも連携をしたい。あるいは中核市と

しての役割も果たしていきたいということでまとめられました。

次に、（２）教育委員報告でございます。

３ページの１－３をご覧下さい。１月１３日（金）に東京都で行

われた、「平成２８年度第１回市町村教育委員研究協議会」につい

て、江草委員に報告をいただきます。

江草委員 １月１３日（金）に文部科学省の講堂で開催され、１５３名の参

加がありました。

最初に文部科学省から、初等中等教育施策の動向についての行政

説明がありました。

その後に、宮崎県五ヶ瀬町の教育長をされていた、樋渡元教育長

より「教育委員会新制度により教育委員の立場はどう変わるのか」

という内容での講話がありました。その中で教師が変わらなければ

教育は変わらないという言葉がとても印象に残りました。

その後に、５つの分科会があり、私はいじめ・不登校対策につい

ての分科会に参加しました。滋賀県大津市の自殺の事件を踏まえ

て、いじめ防止対策推進法が成立されたということで、他の市町村

では、どういったいじめ防止対策をしているかということについて

教育委員同士の討論会が行われました。福島の原発で避難している

子どもたちの話が多く出され、市町村の取組についての発表があり

ました。その後で、小中学校の９年間のいじめの追跡調査というも

のが２０１３年度から２０１５年度にあり、仲間はずれ、無視、陰

口をされた経験、した経験も、どちらも９割ということで、いじめ

はどの学校のどの子どもでもあり得るのだという話をされました。

私の隣に、佐賀県で弁護士をされている教育委員さんがいらっし

ゃってお話を伺ったのですが、その方は、子どもたちにいじめをし

たらどうなるかという内容の講演をされていて、法的な視点から子

どもたちに訴えて回っていますという話をされました。他県の方と

は少ししか話が出来なかったのですが、とても有意義な研修でし

た。

二見教育長 次に、（３）教育局長報告でございます。１月１７日（火）に行

われました、「第７回宮崎市地方創生推進本部会議及び第７回宮崎

市総合計画策定会議」についてでございますが、これは「議事の報

告」として、後ほど説明させていただきます。

次に、（４）各課行事等の報告でございますが、今回行事報告は

ございません。

以上で行事等の報告は終了ですが、お気付きになった点やこれか

らの課題、また感想がありましたら、お願いいたします。

それでは「４ 議事」に入らせていただきます。

本日は、報告が５件となっております。議案はございません。

６ページをご覧ください。
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まず、報告第１号「第７回宮崎市地方創生推進本部会議及び第７

回宮崎市総合計画策定会議の報告について」、事務局から説明をお

願いします。

時任企画総務課長 １月１７日（火）に行われました、報告第１号「第７回宮崎市地

方創生推進本部会議及び第７回宮崎市総合計画策定会議」につい

て、報告させていただきます。

７ページをお開きください。教育局長報告である事項でございま

すが、局長不在のため、私から説明させていただきます。

８ページをご覧下さい。

この会議につきましては、これまで６回会議が開催されておりま

す。会議では第５次の総合計画の策定に向けて全庁的に協議を行っ

ておりまして、現在は計画のフレームを作成している途中の段階で

ございますので、今回の会議内容につきまして、教育委員会に係る

主なポイントだけ説明させていただきます。

前回１２月に第６回会議が開催されておりましたが、その会議に

おきまして、教育委員会といたしましては、基本体系に関する内容

の中で、教育の位置付けが明確でないとの要望意見を出しておりま

した。

その結果といたしまして、委員の皆様には黄色のマーカーでお示

ししておりますが、基本目標として「良好な地域社会が形成されて

いる」という部分及び、重点目標の４として「地域に愛着や誇りを

持つ「みやざきっ子の育成」」を加えることで調整が進んでおりま

す。

このことで来年度に向けて策定予定の、第２次教育ビジョンとの

整合性や具体性が盛り込める総合計画になると考えております。

今回の会議におきましても、まだまだ調整しなければいけない部

分が多くあり、今後も引き続き関係部署と連携を図りながら、見直

し作業が進められるとお聞きしております。

以上でございます。

二見教育長 ただいまの説明について、ご質問はございませんか。

他にないようでしたら、次に、報告第２号から報告第４号までの

「その他の事件の報告について」、報告第５号「臨時代理の報告に

ついて」でございますが、これにつきましては、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第１４条第１項第７号により、非公開とい

たしたいと思いますが、いかがでしょうか。

委員 はい。

二見教育長 それでは、ただいまより、非公開といたします。

二見教育長 それでは、ここで非公開を解除いたします。

次に、「５ その他」に移らせていただきます。

委員の皆さまから、情報提供等がありましたら、お願いいたしま

す。

畠山委員 ネットのニュースで最近よく見かけるのですが、原発事故で横浜

に自主避難してきた中学１年生の男子生徒が、転校した学校でいじ

めを受けていたということですが、そのことについて、横浜市教育

委員会はいじめと認定するのは難しいという考えを示した、という

内容です。こういうニュースを見ますと、もしこういうことが宮崎

市で起きた場合、どのような流れになるのであろうかと思います。

いじめの問題が非常に多いということも耳にしますし、先ほど、江

草委員が研修に行かれてお聞きになったという、９割の生徒がいじ
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められたことがあるというようなことからしますと、子どもたちは

皆そういう経験があるのではないかと思います。

宮崎市はいじめの件数も非常に多い数字があがっているという

ことですが、私が考えるのは、この件数が多いということが問題な

のかということです。いじめられた、いじめたという件数をたくさ

ん声に出してあげる方が、私は健全なのではないかと思います。何

が起きるか分からない状況の中、宮崎市としてはどのような取組に

なるのかということを、ニュースを見ながら感じたところでした。

二見教育長 押川補佐、宮崎市における、いじめの件数の考え方と、子どもた

ちがいじめを訴えた時の対応であるとか、もし答えられれば、横浜

市教育委員会はいじめと認定できなかった理由があるのでしょう

が、宮崎市において、最終的にいじめと認定する判断の流れという

ものが分かれば教えてください。

押川学校教育課長補

佐

現在、いじめの認知につきましての定義については、児童生徒本

人の訴えがあった段階で、まずはいじめと認知をし、調査をスター

トするようになっておりますので、宮崎市としましては、その考え

方のもとに、児童生徒から訴えがあったという形が出てくれば、そ

れを１件とカウントするということで、全ての小中学校にお願いを

しております。

その後の児童生徒への聞き取り、そして他の関係した生徒への聞

き取り等をしっかり行い、そしてお互いに納得し、解決していくこ

とが出来るように、そこをしっかりやっていきましょうということ

で、各学校にはお願いをしているところです。

子どもたちは納得していても、保護者に納得いただけないという

パターンもかなりあります。保護者も含めてしっかりと話し合いを

していく、そこに時間はかかるかもしれないですけれども、丁寧に

取り組んでいくことが、いじめ１件 1 件について、大切に解決して

いくことに繋がっていくのではないかと考えております。

また、いじめを認知する際も、なかなか児童生徒本人が声をあげ

るというのが難しいのであれば、アンケートを取ることもあります

が、記名式だと書きづらいということもあることから、年に数回は

無記名での調査もやっていただくように、各学校にはお願いしてい

るところです。そういうことも含めまして、各学校でいじめ防止対

策基本方針を作っておりますが、実情に応じて少しずつ見直しなが

ら、その学校にあった基本方針に改善していき、年間計画に沿って

計画的に対応していただくとともに、事案が発生した場合には、速

やかにいじめ防止対策委員会を各学校で立ち上げ、１件１件につい

て丁寧に取り扱っていくということをお願いしているところです。

最終的にいじめかどうか認定することにつきましては、言った言

葉の中にある、言った子どもの方の思いと、それから言われた子ど

もの方の思いの違いが、大きく出てくるのではないかと思いますの

で、そこを丁寧に聞き取りながら、教師が子どもたちと話をしてい

くことが大事になってくると思います。その教師の言葉を子どもが

信じてくれるかどうかというのは、日常的な教師と児童生徒との人

間関係にかかってくると思いますので、常日頃から子どもたちの声

に耳を傾ける、聞くときはしっかりと聞いてあげる、そういう先生

方の日常的な対応から、一つ一つの事案がしっかりと見つけ出さ

れ、解決していくことに繋がっていくと考えているところです。

二見教育長 よろしいでしょうか。
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畠山委員 ありがとうございました。

二見教育長 他にございませんでしょうか。

それでは次に、１月２０日（金）に行われました、「中学生との

意見交換会」について、一言ずつ感想をいただきたいと思います。

松野代表教育委員 最近の中学生は本当にしっかりしているというのが正直な感想

でした。どんなテーマで話し合いますよということも事前に全ては

伝わっていないのに、あの場で教育長、学校教育課長が質問された

ことに対して、すぐに手は挙がらなかったけれども、次第にどんど

ん挙がってきました。参加した中学生は日頃から物事に対して鋭い

感覚を持てるような育て方をされているのだと本当に嬉しくなり

ました。

特にいじめの問題では、「なかなか見つけられないよね」と私が

質問しました。そんな時に君達だったらどんな援助の手を差し伸べ

られるだろうか、教えて欲しいと問いましたら、こうした方がいい

という意見で大半を占めたのが、やはり人間関係だということでし

た。学校の学級の中、あるいは家庭の中で、親と子、生徒同士の信

頼関係、人間関係がいかに大事か、そこに尽きるんだ、ということ

を聞きまして、人間関係は本当に大事だねと言いますと、中学生も

頷きながら聞いていました。それを自分の言葉で返してくれたこと

を嬉しく思ったし、心強く感じました。

藤元委員 子どもたちが家庭という場から、一つの小さなコミュニティに出

て行く。６歳から１５歳という間で、一つ一つステップを登ってい

き、社会に出ていろんな問題をクリアできる成長力を養っていくの

が学校だと思います。

教室というのが、教育委員会であれば課のような部分で、それぞ

れ異動があれば、そこでいろんなことをしなければならないし、い

ろんな人とお付き合いをしなくてはいけない。それをクラス毎に学

年が上がる度に、嫌な人もいれば、好きな人もいて、この人とは一

緒にいたくないと思っていても、一緒にいる中で成長していくのだ

ろうと思います。学校の教室というのはそういう素敵な人格形成を

していく場所として、最高の場所だと思っています。

昨年及び一昨年もそうですが、今回参加した子どもたちはびっく

りするくらい自分達の責任でいじめを解決しなくちゃという気持

ちをたくさん持っています。皆生徒会長、副会長をしていて、リー

ダーとしての自覚を持っている子どもたちがほとんどでした。各教

室も先生を中心に少しずついじめというものに対して皆で何とか

していこうという雰囲気が浸透しているのではないかということ

を今回は少し感じました。毎年毎年やっていくと、年々教室の雰囲

気形成が良くなっていく姿が見えるような気がします。ですから、

今回は嬉しかったという感想です。

畠山委員 まず、センターにシクラメンの花が飾られ、そして新上五島町で

起きたという奈良尾中学校の新聞記事が配られ、松竹学校教育課長

が、今日は本音トークですよ、答えはありませんよと、子どもたち

に笑顔で優しい声で話しかけられ進行されました。

新聞にもありましたが、いい空気を醸し出す。その中で中学生達

がのびのびと発言できたのではないかと思います。そういう準備に

対しても感動したところでした。私が中学生だったらどんなことを

発表しただろうかと思うと、本当に嬉しく、笑顔が自然とこぼれて

くるような時間を過ごさせていただきました。
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中学生達が自分達の時間を作るのが難しい中、友人のこと、学校

のこと、また先生へのサポートもされているような、そんな頼もし

いような発言もありましたし、きっと彼らがこのいい空気を宮崎市

全体に広げてくれるのではないかな、という大きな期待を持ちなが

ら、あの席に座らせていただきました。本当にいい意見交換会だっ

たと思います。ありがとうございました。

江草委員 同世代の子どもを持つ親として、子どもたちが学校を良くしよう

としているのをひしひしと感じました。一つのことに向かって一緒

に取り組もうという気持ちが言葉に出てきていました。部活をして

いる子どももいて、部活も一生懸命しているし、勉強も一生懸命し

ているというのはとても素晴らしいことだと思っています。

この間も言ったのですが、保育園の時に見た子どももいて、その

時に見ていた子どもがこんなにふうに成長したのだというのが嬉

しかったです。あの場を設けていただいてありがとうございまし

た。

二見教育長 以前は、テーマを渡して、前もって文章にしたためてそれを読ん

で発表するような形だったのですが、もしかしたらこういうテーマ

になるかもしれないということはいくつか渡してはありましたが、

完全に自分達でその時確かめ合って考えたのだろうと思います。

何回もしていますけど、こんなにも自由奔放に発言のあったこと

はなかったですね。ゆっくりさせて欲しいと言った子どももいまし

たけれども。後ろの先生達に聞こえるのに、下請けじゃないかと思

うくらい色々させられる、と言うので、それもまたいい雰囲気だな

と思って聞かせていただきました。

ただひとつだけ視点を変えてあげておかないといけないと思っ

たのが、いじめられる側にも原因があるのだ、と言った子どもがい

ました。最後は両方の意見を聞かないといけない、と彼自身がまと

めてくれたので良かったと思います。まだ、いじめられる側にも責

任があるのじゃないか、原因があるのじゃないかという声が学校の

中にもない訳ではありませんが、そういうことになってしまうと、

全く視点が違ってきます。国が言っているように、「いじめられる

側には責任はないよ。周りの空気だったり、関わり方だよ」と少し

視点を変えた方がいいかなと思いました。

もうひとつは、子どもたちの意見の言い方ですね。「こう思いま

す」「それは３つの理由からです」と、理路整然と話す言語能力と

いいますか、やれてるなあと思いました。そういう教育もなされて

るのだと思います。非常に今までとは違う空気の中の意見交換会

で、楽しかったと思います。旬なテーマで話ができ、どんな考えで

いるのかを私達が聞くうえで、非常に大事な会になったと思いま

す。ありがとうございました。

それでは、「６ 次回委員会の決定」について、事務局から説明

をお願いします。

時任企画総務課長 次回定例会は、平成２９年２月１５日（水）、当初予算等の説明

に時間を要しますことから、開始時間を通常より１０分早めまし

て、午後１時３０分からとし、また、終了時間も通常より２０分長

く取りまして午後３時２０分までとし、教育委員会室で開催するこ

とをご提案いたします。

二見教育長 提案のありました日時で、次回定例会を開催してよろしいでしょ

うか。
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委員 はい。

二見教育長 ありがとうございます。

続きまして、「７ 行事予定」について、事務局から説明をお願

いします。

時任企画総務課長 （説明）

二見教育長 他にございませんか。

以上をもちまして、平成２９年第１回定例会を終了させていただ

きます。


